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義
す
る
も
の
で
あ
っ
た（
６
）。
こ
れ
に
対
し

本
稿
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
個
票
デ
ー

タ
を
用
い
、
雇
用
契
約
の
期
間
の
定
め
の
有

無
と
労
働
時
間
よ
っ
て
就
業
形
態
を
定
義
し

た
上
で
、
そ
の
働
き
方
と
意
識
の
実
態
、
特

に
（
有
期
の
）
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
（
有

期
の
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
共
通
点
と

差
異
を
明
ら
か
に
す
る
。

２
．
デ
ー
タ
と
変
数

　

分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

が
実
施
し
た
「
日
本
人
の
就
業
実
態
に
関
す

る
総
合
調
査
（
平
成
二
一
年
度
）」
で
あ
る
。

１
．
は
じ
め
に

　

近
年
、
有
期
契
約
労
働
者
―
―
す
な
わ
ち
、

期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
契
約
で
働
く
人
々

―
―
が
増
加
し
て
い
る
。
総
務
省
「
労
働
力

調
査
」（
詳
細
集
計
）
に
よ
れ
ば
、
雇
用
者
総

数
に
占
め
る
「
臨
時
雇
」
お
よ
び
「
日
雇
」

の
割
合
は（
１
）、
一
九
九
五
年
に
は
一
〇
・

五
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年
に

は
一
二
・
五
％
、
二
〇
〇
五
年
に
は
一
四
・

一
％
へ
と
上
昇
し
、
二
〇
一
〇
年
に
お
い
て

も
一
三
・
九
％
と
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
有
期
契
約
労
働
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、

特
に
正
社
員
と
比
較
し
た
時
に
、
労
働
条
件

や
雇
用
の
安
定
性
な
ど
の
面
で
無
視
で
き
な

い
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月

に
「
有
期
労
働
契
約
研
究
会
」
を
設
置
し
、

二
〇
一
〇
年
九
月
に
有
期
労
働
契
約
に
か
か

わ
る
論
点
・
課
題
を
整
理
し
た
「
有
期
労
働

契
約
研
究
会
報
告
書
」（
以
下
、「
報
告
書
」）

を
公
表
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
一
〇

月
よ
り
、
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科

会
に
お
い
て
、
有
期
労
働
契
約
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る（
２
）。

　

と
こ
ろ
で
、「
報
告
書
」
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
一
口
に
有
期
契
約
労
働
者
と
い
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
多
様
な
人
々
が
含
ま
れ
て
い
る
。

特
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、（
有
期
の
）

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
（
有
期
の
）
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
違
い
で
あ
る（
３
）。
そ
の

違
い
に
注
目
す
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

二
〇
〇
八
年
四
月
施
行
の
「
改
正
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
」（
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理

の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
）
に
よ
っ
て
、
通

常
の
労
働
者
と
均
衡
の
と
れ

た
待
遇
の
決
定
、
通
常
の
労

働
者
へ
の
転
換
な
ど
が
推
進

さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
あ

り
方
に
関
し
て
は
、
強
い
法

的
拘
束
力
を
持
つ
規
定
が
存

在
し
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（
４
）。
第
二
に
、
厚
生
労
働

省
「
就
業
形
態
の
多
様
化
に

関
す
る
総
合
実
態
調
査
」
を

み
る
と
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
が
大
半
だ
と
考
え
ら
れ
る

「
契
約
社
員
」の
多
く
が「
賃

金
」
に
不
満
を
抱
い
て
い
る

一
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
多
く
が
「
教
育
訓
練
・

能
力
開
発
の
あ
り
方
」
に
不

満
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
で
は
、
直
面
し
て
い
る
問
題

の
性
質
が
異
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
（
図

表
１
）（
５
）。

　

も
っ
と
も
、
就
業
形
態
に
よ
る
働
き
方
や

意
識
の
違
い
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

多
く
の
調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
調
査
・
研
究
の
多
く
は
、

勤
務
先
で
の
呼
称
に
よ
っ
て
就
業
形
態
を
定

有
期
契
約
労
働
者
の
働
き
方
と
意
識

　
　
　
　
　
　
―
―
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
共
通
点
と
差
異

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員
　
高
橋
　
康
二
　

図表１　就業形態別にみた満足度指数

図表２　就業形態別にみた「勤務先の企業・組織での呼び名」

資料出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査（2007 年）」より。
注：満足度指数は、「満足」（ポイント）× 2 ＋「やや満足」（ポイント）×1 －「やや

不満」（ポイント）× 1 －「不満」（ポイント）×2 により求めた。

注：無回答は除く。
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本
稿
で
は
、こ
の
デ
ー
タ
を
用
い
、「
正
社
員
」、

「
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
」、「
有
期
パ
ー
ト
タ
イ

ム
」
の
働
き
方
と
意
識
を
分
析
す
る
。

　

変
数
の
定
義
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
正
社
員
」
と
は
、
勤
務
先
の
企
業
・
組
織

で
の
呼
び
名
が
「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」

で
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
を
締
結

し
て
お
り
、
所
定
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間

以
上
の
者
と
す
る
。「
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
」

と
は
、
勤
務
先
の
企
業
・
組
織
で
の
呼
び
名

が
「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」、「
派
遣
会
社

の
派
遣
社
員
」
以
外
で
、
期
間
の
定
め
の
あ

る
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
所
定
労
働

時
間
が
週
三
五
時
間
以
上
の
者
と
す
る
。「
有

期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
」
と
は
、勤
務
先
の
企
業
・

組
織
で
の
呼
び
名
が
「
正
規
の
職
員
・
従
業

員
」、「
派
遣
会
社
の
派
遣
社
員
」
以
外
で
、

期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
契
約
を
締
結
し
て

お
り
、
所
定
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
未
満

の
者
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
労
働
者

は
、「
正
社
員
」
が
一
七
七
八
人
、「
有
期
フ
ル

タ
イ
ム
」
が
二
三
九
人
、「
有
期
パ
ー
ト
タ
イ

ム
」
が
三
二
二
人
で
あ
る（
７
）。

　

図
表
２
は
、
上
記
の
と
お
り
定
義
さ
れ
た

有
期
フ
ル
タ
イ
ム
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に

つ
い
て
、
勤
務
先
の
企
業
・
組
織
で
の
呼
び

名
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
有

期
フ
ル
タ
イ
ム
に
は
、「
契
約
社
員
」（
三
四
・

三
％
）、「
パ
ー
ト
」（
二
九
・
七
％
）、「
嘱
託
」

（
一
五
・
五
％
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び

名
の
者
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
有
期

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
大
多
数
（
六
六
・
一
％
）

は
、「
パ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。

３
．
基
本
属
性
と
就
業
理
由

　

図
表
３
は
、
就
業
形
態
別
の
基
本
属
性
の

分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

以
下
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
に
、
性

別
を
み
る
と
、
正
社
員
で
は
女
性
比
率
が
三

割
に
満
た
な
い
の
に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ
イ

ム
で
は
六
割
強
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は

八
割
強
と
高
い
。
第
二
に
、
年
齢
を
み
る
と
、

正
社
員
で
は
六
〇
代
の
比
率
が
三
・
八
％
に

と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
で

は
二
五
・
九
％
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は

二
〇
・
八
％
と
高
い
。
他
方
、
有
期
フ
ル
タ

イ
ム
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
比
較
す
る
と
、

有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
お
い
て
四
〇
代
、
五

〇
代
の
比
率
が
高
い
。
第
三
に
、
学
歴
を
み

る
と
、
正
社
員
で
は
大
卒
以
上
の
比
率
が
三

三
・
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ

イ
ム
で
は
一
七
・
六
％
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ

ム
で
は
一
六
・
八
％
と
低
い
。

　

第
四
に
、
職
種
を
み
る
と
、
正
社
員
で
は

専
門
・
技
術
的
職
業
（
二
二
・
九
％
）、
事

務
的
職
業
（
二
一
・
三
％
）
が
多
い
の
に
対

し
、有
期
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
事
務
的
職
業（
二

五
・
九
％
）、
技
能
工
・
生
産
工
程
に
関
わ

る
職
業
（
二
〇
・
五
％
）
が
多
く
、
有
期
パ

ー
ト
タ
イ
ム
で
は
サ
ー
ビ
ス
的
職
業（
二
五
・

八
％
）、
販
売
的
職
業
（
二
三
・
〇
％
）
が

多
い
。
第
五
に
、
業
種
を
み
る
と
、
正
社
員

と
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
製
造
業
が
多
い
の

に
対
し
（
そ
れ
ぞ
れ
二
二
・
七
％
、
一
九
・

二
％
）、有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は
「
卸
売
業
、

小
売
業
」（
二
一
・
四
％
）
お
よ
び
「
医
療
、

福
祉
」（
一
九
・
六
％
）
が
多
い
。
第
六
に
、

企
業
規
模
を
み
る
と
、
総
じ
て
、
正
社
員
に

比
べ
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
、
有
期
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
方
が
大
企
業
に
多
く
雇
用
さ
れ
て
い

る
。

　

続
い
て
、図
表
４
は
、就
業
形
態
別
の
「
働

い
て
い
る
理
由
」を
示
し
た
も
の
で
あ
る（
複

数
回
答
）。
こ
こ
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。
第
一
に
、
正
社
員
で
は
、「
生
計

を
維
持
す
る
た
め
」
が
八
九
・
三
％
と
多
い

の
に
対
し
、「
生
計
費
の
足
し
に
す
る
た
め
」

は
一
七
・
八
％
と
少
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ

に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
、「
生
計
を

維
持
す
る
た
め
」
が
七
一
・
二
％
、「
生
計
費

の
足
し
に
す
る
た
め
」
が
四
三
・
二
％
と
な

り
、
両
者
の
差
が
縮
ま
る
。
第
三
に
、
さ
ら

に
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は
、「
生
計
を
維

持
す
る
た
め
」
が
三
八
・
二
％
、「
生
計
費
の

足
し
に
す
る
た
め
」
が
七
一
・
一
％
と
な
り
、

図表３　就業形態別にみた基本属性（列％）

正社員 有期
フルタイム

有期
パートタイム

性別 男性 70.2 38.9 16.5 
女性 29.8 61.1 83.5 

年齢 20 代 15.3 11.3 8.1 
30 代 28.9 21.8 17.1 
40 代 28.2 20.9 25.5 
50 代 23.8 20.1 28.6 
60 代 3.8 25.9 20.8 

学歴 中学卒 4.4 10.9 7.5 
高校卒 46.7 59.8 54.0 
短大・高専卒 11.4 8.8 17.4 
大卒以上 33.5 17.6 16.8 
無回答 4.0 2.9 4.3 

職種 専門・技術的職業 22.9 17.2 14.6 
管理的職業 11.2 0.8 0.3 
事務的職業 21.3 25.9 19.3 
販売的職業 11.8 11.7 23.0 
技能工・生産工程に関わる職業 17.7 20.5 9.6 
運輸・通信的職業 5.5 6.7 2.8 
保安的職業 2.4 1.3 1.9 
農・林・漁業に関わる職業 0.6 2.1 1.2 
サービス的職業 5.9 12.1 25.8 
その他 0.4 0.8 1.2 
無回答 0.3 0.8 0.3 

業種 農林漁業 0.7 2.5 0.3 
鉱業、採石業、砂利採取業 0.1 0.0 0.0 
建設業 7.6 2.9 0.6 
製造業 22.7 19.2 9.0 
電気・ガス・熱供給・水道業 2.4 1.3 1.6 
情報通信業 4.4 3.3 0.3 
運輸業、郵便業 6.5 7.1 4.0 
卸売業、小売業 11.5 13.4 21.4 
金融業、保険業 4.6 4.2 4.3 
不動産業・物品賃貸業 1.0 0.8 0.3 
学術研究、専門・技術サービス業 3.3 2.5 1.9 
宿泊業、飲食サービス業 1.9 4.6 8.1 
生活関連サービス業、娯楽業 2.1 3.3 6.5 
教育、学習支援業 3.9 4.6 9.6 
医療、福祉 11.8 11.3 19.6 
その他のサービス業 6.4 10.0 6.2 
公務 8.8 5.0 5.6 
その他 0.4 3.3 0.6 
無回答 0.1 0.4 0.0 

企業規模 1 ～ 4 人 3.4 0.8 1.2 
5 ～ 9 人 5.9 1.3 1.9 
10 ～ 29 人 10.6 7.9 9.0 
30 ～ 99 人 13.7 11.7 14.9 
100 ～ 299 人 13.2 15.9 13.7 
300 ～ 999 人 14.1 13.8 7.1 
1000 人以上 24.9 27.6 24.8 
公務 8.9 3.8 4.3 
わからない 3.3 15.5 21.7 
無回答 2.0 1.7 1.2 

N 1778 239 322

注：性別、年齢については、サンプリングの際に把握しているため、「無回答」はない。
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両
者
が
逆
転
す
る
。
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

な
か
に
は
、
家
計
補
助
的
な
理
由
か
ら
働
い

て
い
る
者
が
多
い
と
い
え
る
。

４
．
有
期
契
約
労
働
者
の
働
き
方

　

そ
れ
で
は
、
就
業
形
態
に
よ
っ
て
働
き
方

に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
以

下
、
仕
事
の
難
易
度
、
賃
金
、
勤
続
年
数
の

三
つ
を
み
る
。

　

ま
ず
、
仕
事
の
難
易
度
の
指
標
と
し
て
、

現
在
の
仕
事
を
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め

に
必
要
な
年
数
を
み
る
と（
８
）、
正
社
員
で

は「
一
ヶ
月
未
満
」、「
一
ヶ
月
～
半
年
未
満
」

は
そ
れ
ぞ
れ
四
・
六
％
、
一
五
・
九
％
と
少

な
い
の
に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
そ

れ
ぞ
れ
一
六
・
〇
％
、
三
〇
・
〇
％
、
有
期

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
八
・
六
％
、

三
三
・
五
％
と
多
い
。
逆
に
、
五
年
以
上
と

回
答
し
た
比
率
を
み
る
と
、
正
社
員
で
は
一

二
・
九
％
と
相
対
的
に
多
い
の
に
対
し
、
有

期
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
三
・
四
％
、
有
期
パ
ー

ト
タ
イ
ム
で
は
〇
・
六
％
と
き
わ
め
て
少
な

い
。
こ
こ
か
ら
、
正
社
員
が
も
っ
と
も
難
易

度
の
高
い
仕
事
を
し
て
お
り
、
有
期
フ
ル
タ

イ
ム
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム

が
も
っ
と
も
難
易
度
の
低
い
仕
事
を
し
て
い

る
と
い
え
る
（
図
表
５
）。

　

次
に
、
賃
金
の
指
標
と
し
て
平
均
所
定
内

時
給
を
み
る
と
、
正
社
員
が
一
七
五
〇
・
三

円
と
高
い
の
に
対
し
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
と

有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
五

三
・
六
円
、
九
九
二
・
二
円
と
な
っ
て
い
る
。

有
期
フ
ル
タ
イ
ム
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
対
し
、
正
社
員
だ

け
が
突
出
し
て
賃
金
が
高
い
と
い
え
る
（
図

表
６
）。

　

ま
た
、
平
均
勤
続
年
数
を
み
て
も
、
正
社

員
が
一
四
・
六
年
と
長
い
の
に
対
し
、
有
期

フ
ル
タ
イ
ム
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
そ
れ

ぞ
れ
九
・
一
年
、
六
・
六
年
と
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
と
有
期
パ
ー

ト
タ
イ
ム
の
間
に
も
二
・
五
年
の
差
が
あ
る

が
、正
社
員
と
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
の
差
は
五
・

五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
勤
続
年
数
に
つ
い

て
も
、
や
は
り
正
社
員
が
突
出
し
て
長
い
と

い
え
る
（
図
表
７
）。

　

総
じ
て
、
仕
事
の
難
易
度
に
つ
い
て
は
、

高
い
方
か
ら
順
番
に
、
正
社
員
、
有
期
フ
ル

タ
イ
ム
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
ほ
ぼ
等
間

隔
で
並
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
賃
金
と
勤
続

年
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の
順
番
こ
そ
変
わ
ら

な
い
も
の
の
、
正
社
員
と
有
期
フ
ル
タ
イ
ム

の
間
の
差
が
相
対
的
に
大
き
く
開
い
て
い
る

と
い
え
る
。

５
．
有
期
契
約
労
働
者
の
意
識

　
「
報
告
書
」
で
は
、「
検
討
に
当
た
っ
て
の

基
本
的
考
え
方
」
と
し
て
、「
有
期
契
約
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
や
公
正

な
待
遇
等
を
確
保
」
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

加
え
て
、「
職
業
能
力
開

発
」
な
ど
の
政
策
も
重
要

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（
９
）。
そ
こ
で
、

有
期
契
約
労
働
者
の
能

力
・
知
識
が
ど
の
程
度
役

に
立
つ
か
、
賃
金
・
収
入

に
対
す
る
満
足
度
、雇
用
・

就
業
の
安
定
性
に
対
す
る

満
足
度
に
つ
い
て
分
析
し

た
い
。

　

能
力
・
知
識
が
ど
の
程

度
役
に
立
つ
か
は
、「
あ
な

た
の
能
力
や
知
識
は
、
別

の
仕
事
で
も
役
立
つ
と
思

い
ま
す
か
」
に
対
す
る
回

答
に
よ
っ
て
把
握
す
る
。

選
択
肢
は
、「
と
て
も
役
に

立
つ
」、「
あ
る
程
度
役
に

立
つ
」、「
あ
ま
り
役
に
立

た
な
い
」、「
ま
っ
た
く
役

に
立
た
な
い
」
の
四
段
階

図表４　就業形態別にみた「働いている理由」
（複数回答）

図表５　就業形態別にみた現在の仕事をこなせるようになるために必要な期間

図表６　就業形態別にみた平均所定内時給（円）

注：無回答は除く。

注：無回答は除外した。

注１： 所定内時給は、以下の方法により算出した。「時給」の者については、「時給」の金額をそのまま
用いた。「日給」の者については、「日給」の金額に週所定就業日数を乗じ、週所定労働時間で除
した。「月給」の者については、「月給」の金額を週所定労働時間の 4 倍で除した。「年俸」の者
については、年間の就業日数が判明しないため、除外した。

注２：無回答は除外した。
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で
あ
る
。
賃
金
・
収
入
に
対
す
る
満
足
度
、

雇
用
・
就
業
の
安
定
性
に
対
す
る
満
足
度
は
、

高
い
順
に
「
満
足
」、「
や
や
満
足
」、「
ど
ち
ら

と
も
い
え
な
い
」、「
や
や
不
満
」、「
不
満
」
の

五
段
階
で
測
定
し
て
い
る
。

　

な
お
、
上
記
「
３
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

就
業
形
態
に
よ
っ
て
基
本
属
性
や
就
業
理
由

が
異
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

意
識
に
も
、
そ
れ
ら
の
変
数
の
影
響
が
含
ま

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、

順
序
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
に
よ
り
、

上
記
「
３
」
で
取
り
上
げ
た
す
べ
て
の
変
数

―
―
性
別
、
年
齢
、
学
歴
、
職
種
、
業
種
、

企
業
規
模
、
就
業
理
由
―
―
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
た
上
で
、
就
業
形
態
が
こ
れ
ら
の
変
数

に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
。

　

分
析
結
果
は
、
図
表
８
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
正
社
員
に
比
べ
て
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ

ム
は
有
意
に
能
力
・
知
識
が
役
に
立
た
な
い

と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
有
期
フ
ル
タ

イ
ム
は
有
意
に
賃
金
・
収
入
に
対
す
る
満
足

度
が
低
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
加
え
て
、

有
期
フ
ル
タ
イ
ム
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

い
ず
れ
も
、正
社
員
に
比
べ
て
有
意
に
雇
用
・

就
業
の
安
定
性
に
対
す
る
満
足
度
が
低
い
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
能
力
・
知

識
が
ど
の
程
度
役
に
立
つ
か
、
雇
用
・
就
業

の
安
定
性
に
対
す
る
満
足
度
は
、
あ
く
ま
で

本
人
の
主
観
的
認
識
を
た
ず
ね
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
実
際
の
職
業
能
力
の
通
用
性
、

雇
用
の
安
定
性
を
反
映
し
て
い
る
と
仮
定
す

る
な
ら
ば
、
①
有
期
契
約
労
働
者
は
、
フ
ル

タ
イ
ム
で
あ
れ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
あ
れ
、
不

安
定
雇
用
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、

②
そ
れ
に
加
え
て
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
は
賃

金
不
満
が
強
く
、
③
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は

職
業
能
力
開
発
の
面
で
問
題
を
抱
え
て
い
る

こ
と
が
、
分
析
結
果
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。

６
．
考
察
と
結
論

　

フ
ル
タ
イ
ム
で
あ
れ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
あ

れ
、
有
期
契
約
労
働
者
が
共
通
し
て
不
安
定

雇
用
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
定
義
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
る
。
ま

た
、
上
記
「
４
」
に
て
み
た
と
お
り
、
正
社

員
と
有
期
契
約
労
働
者
の
間
に
は
大
き
な
勤

続
年
数
の
差
が
存
在
し
て
お
り
、

実
際
に
も
正
社
員
と
比
べ
て
有

期
契
約
労
働
者
は
雇
用
の
安
定

性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
き

わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

有
期
労
働
契
約
の
あ
り
方
に
つ

い
て
政
策
的
観
点
か
ら
議
論
す

る
際
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

そ
の
雇
用
の
安
定
性
の
向
上
を

最
重
要
議
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

他
方
、
特
に
有
期
フ
ル
タ
イ

ム
の
賃
金
不
満
が
強
い
理
由
と

し
て
は
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
が

正
社
員
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム

の
中
間
的
な
難
易
度
の
仕
事
を

担
っ
て
い
な
が
ら
、
賃
金
は
有

期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、

仕
事
と
待
遇
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う（
10
）。
企
業
に
お
い
て

は
、「
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

指
針
」（
注
４
参
照
）
が
規
定
す

る
よ
う
に
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム

に
対
し
て
も
、「
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
」
が
定
め
る
均
衡
待
遇
の
考
え
方
を
考
慮

し
て
賃
金
を
決
定
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
政
策
的
に
は
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
の

待
遇
の
あ
り
方
に
関
す
る
、
よ
り
法
的
拘
束

力
が
強
い
規
定
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
が
職

業
能
力
開
発
の
面
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
理

由
と
し
て
は
、
担
当
し
て
い
る
仕
事
の
難
易

度
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

上
記
「
４
」
に
て
み
た
と
お
り
、
有
期
パ
ー

ト
タ
イ
ム
の
平
均
勤
続
年
数
は
六
年
程
度
で

あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
過
半
数
は
、
未
経
験

の
新
人
が
半
年
未
満
で
こ
な
せ
る
よ
う
に
な

る
仕
事
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
般
に
、

職
業
能
力
を
開
発
す
る
上
で
、
学
校
教
育
や

仕
事
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
研
修
よ
り
も
、
実

際
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
重
要
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば（
11
）、

勤
続
年
数
に
比
し
て
難
易
度
の
低
い
仕
事
し

か
与
え
ら
れ
な
い
状
況
が
、
有
期
パ
ー
ト
タ

イ
ム
の
職
業
能
力
開
発
を
阻
害
し
て
い
る
可

能
性
は
否
め
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
企
業
の
な
か
で
意
図

的
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
は
別
に
措
く
と

し
て
も
、
意
欲
と
能
力
の
あ
る
有
期
パ
ー
ト

タ
イ
ム
に
対
し
て
は
、
よ
り
難
易
度
の
高
い

仕
事
を
与
え
る
な
ど
し
て
、
職
業
能
力
開
発

の
面
で
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

１
．「
労
働
力
調
査
」
に
お
け
る
「
臨
時
雇
」
と
は
「
一

カ
月
以
上
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る

者
」
を
、「
日
雇
」
と
は
「
日
々
又
は
一
か
月
未
満
の
契

約
で
雇
わ
れ
て
い
る
者
」
を
指
し
て
い
る
。

２
．
最
終
的
に
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
頃
に
議
論
の
と

図表７　就業形態別にみた平均勤続年数（年）

図表８　就業形態が意識に与える影響（順序ロジスティック回帰分析）

注：無回答は除外した。

注１：（　　　）は、レファレンス・グループ。
注２：「***」は 1% 水準有意、「**」は 5% 水準有意、「*」は 10% 水準有意をあらわす。
注３： 上記の他に、コントロール変数として、性別（2 区分）、年齢（5 区分）、学歴（4 区分）、職種（10

区分）、業種（18 区分）、企業規模（9 区分）、「生計を維持するため」ダミー、「生計費の足しに
するため」ダミーを投入している。

注４：いずれかの変数に無回答を含むケースは除外した。
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り
ま
と
め
（
建
議
）
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

３
．「
報
告
書
」
七
頁
で
は
、「
有
期
契
約
労
働
者
の
多
様

な
実
態
を
踏
ま
え
対
応
を
図
る
こ
と
」
の
重
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

４
．
た
だ
し
、「
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
指
針
」（
二
〇
〇

七
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
二
六
号
）
に

お
い
て
、「
所
定
労
働
時
間
が
通
常
の
労
働
者
と
同
一
の

有
期
契
約
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
短
時
間
労
働
者
法
第

二
条
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
に
は
該
当
し
な
い
が
、

短
時
間
労
働
者
法
の
趣
旨
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
」
と
さ

れ
て
い
る
。

５
．
な
お
、「
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調

査
」
に
お
け
る
「
契
約
社
員
」
の
定
義
は
「
特
定
職
種

に
従
事
し
、
専
門
的
能
力
の
発
揮
を
目
的
と
し
て
雇
用

期
間
を
定
め
て
契
約
す
る
者
」、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
」
の
定
義
は
「
正
社
員
よ
り
一
日
の
所
定
労
働
時
間

が
短
い
か
、
一
週
の
所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
労
働
者

で
、
雇
用
期
間
が
一
か
月
を
超
え
る
か
、
又
は
定
め
が

な
い
者
」で
あ
り
、本
稿
で
の「
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
」、「
有

期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
」
の
定
義
と
は
若
干
異
な
る
点
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

６
．
総
務
省
の
代
表
的
な
統
計
で
あ
る
「
労
働
力
調
査
」、

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て

勤
務
先
で
の
呼
称
に
よ
っ
て
就
業
形
態
が
分
類
さ
れ
て

い
る
。

７
．
以
下
、
鍵
括
弧
な
し
で
正
社
員
、
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
、

有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
と
い
う
時
に
は
、
こ
こ
で
の
定
義

に
従
う
も
の
と
す
る
。

８
．
設
問
は
、「
今
の
あ
な
た
の
仕
事
を
未
経
験
の
新
人
が

行
う
と
し
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
で
一
通
り
仕
事

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
か
」
で
あ
る
。

９
．
重
要
な
政
策
と
し
て
は
、
そ
の
他
に
「
マ
ッ
チ
ン
グ

機
能
も
重
視
し
た
就
労
支
援
、
雇
用
保
険
等
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

10
．
も
っ
と
も
、「
日
本
人
の
就
業
実
態
に
関
す
る
総
合
調

査
（
平
成
二
一
年
度
）」
は
全
国
の
男
女
を
対
象
と
し

て
実
施
し
た
調
査
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
分
析
結
果

か
ら
、
個
々
の
事
業
所
に
お
い
て
有
期
フ
ル
タ
イ
ム
が

正
社
員
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
中
間
的
な
難
易
度
の

仕
事
を
担
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
編
（2010

）

の
百
貨
店
Ｄ
社
の
事
例
、
書
店
Ｆ
社
の
事
例
な
ど
が
示

す
よ
う
に
、
個
々
の
事
業
所
に
お
い
て
有
期
フ
ル
タ
イ

ム
が
正
社
員
と
有
期
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
中
間
的
な
難
易

度
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
少
な
く
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

11
．
た
と
え
ば
、
小
池
（2005

）
を
参
照
。

【
参
考
文
献
】

小
池
和
男
（2005
）『
仕
事
の
経
済
学
［
第
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東
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経
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労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
編
（2010

）『
契
約
社
員
の

人
事
管
理
―
―
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
―
―
』
労

働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
．

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

た
か
は
し
・
こ
う
じ
／
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員
。

大
学
卒
業
後
、大
手
メ
ー
カ
ー（
人
事
部
門
）

に
勤
務
し
た
の
ち
、
大
学
院
修
士
課
程
に
進

学
。
大
学
院
博
士
課
程
を
経
て
、
二
〇
〇
九

年
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
に
入
所
。
産
業
社
会
学
専
攻
。

研
究
テ
ー
マ
は
非
正
規
雇
用
問
題
。
主
な
論

文
に
「
契
約
社
員
の
職
域
と
正
社
員
化
の
実

態
」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ

ー
パ
ー
）
な
ど
が
あ
る
。
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【提言】
 労働法学の発展のために 菅野　和夫

【学界展望】　　　
 労働法理論の現在：２００８～１０年の業績を通じて

有田謙司
小畑史子

竹内（奥野）寿
野田進

【論文（投稿）】
 日本における労働市場の二極化と非定型・低スキル就業の需要について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池永肇恵

 非正規雇用は「行き止まり」か？――労働市場の規制と正規雇用への移行
四方理人

【研究ノート（投稿）】
 保育園における雇用環境と保育者のストレス反応――雇用形態と非正規職
 員の比率に着目して   

　神谷哲司
杉山 (奥野 ) 隆一

戸田有一
村山祐一

【書評】
 禹宗杬編著『韓国の経営と労働』

金明中

【読書ノート】
 陳麗婷著『知的障害者の一般就労――本人の「成長する力」を信じ続ける
 支援』
  室山晴美

【論文Today】
 「オーストラリアにおける整理解雇規制――仕事選択法（Work Choice）制
 定前と制定後の動向について」
  天野 晋介

【フィールド・アイ】
 インドの未組織部門と非組織部門

　　太田仁志


